
 

 

建築士懲戒処分公告 

 

 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 10 条第１項の規定による処分をしたので、

同法第 10条第５項の規定に基づき、次のとおり公告する。 

 

                       令和５年２月８日 

関東地方整備局長 

瀬 昌由  

 

処分をした 

年月日 

処分を受けた建築士の氏名 

その者の一級建築士、 

構造設計一級建築士又は 

設備設計一級建築士の別及

びその者の登録番号 

処分の 

内容 
処分の原因となった事実 

令和５年 

１月 18日 

加藤 和治 

一級建築士 

第９８９８２号 

構造設計一級建築士 

第６７号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第４号の規

定に基づく構造設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

令和５年 

１月 18日 

成瀨 修 

一級建築士 

第１４５６７５号 

構造設計一級建築士 

第６１９号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第４号の規

定に基づく構造設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 



 

 

処分をした 

年月日 

処分を受けた建築士の氏名 

その者の一級建築士、 

構造設計一級建築士又は 

設備設計一級建築士の別及

びその者の登録番号 

処分の 

内容 
処分の原因となった事実 

令和５年 

１月 18日 

野崎 真吾 

一級建築士 

第２０１５０８号 

構造設計一級建築士 

第４４３３号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第４号の規

定に基づく構造設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

令和５年 

１月 18日 

杉浦 克治 

一級建築士 

第４８２０３号 

構造設計一級建築士 

第６６８７号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第４号の規

定に基づく構造設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

令和５年 

１月 18日 

礒部 邦憲 

一級建築士 

第１１４５７４号 

構造設計一級建築士 

第７６８１号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第４号の規

定に基づく構造設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 



 

 

処分をした 

年月日 

処分を受けた建築士の氏名 

その者の一級建築士、 

構造設計一級建築士又は 

設備設計一級建築士の別及

びその者の登録番号 

処分の 

内容 
処分の原因となった事実 

令和５年 

１月 18日 

城石 俊隆 

一級建築士 

第８３１７４号 

設備設計一級建築士 

第３６１号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第５号の規

定に基づく設備設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

令和５年 

１月 18日 

竹堤 貞美 

一級建築士 

第２５７９４１号 

設備設計一級建築士 

第４０５号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第５号の規

定に基づく設備設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

令和５年 

１月 18日 

二見 修史 

一級建築士 

第１０２０４１号 

設備設計一級建築士 

第７６７号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第５号の規

定に基づく設備設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 



 

 

処分をした 

年月日 

処分を受けた建築士の氏名 

その者の一級建築士、 

構造設計一級建築士又は 

設備設計一級建築士の別及

びその者の登録番号 

処分の 

内容 
処分の原因となった事実 

令和５年 

１月 18日 

高橋 隆司 

一級建築士 

第９２５６３号 

設備設計一級建築士 

第２０７３号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第５号の規

定に基づく設備設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

令和５年 

１月 18日 

西川 寛 

一級建築士 

第１２２１７６号 

設備設計一級建築士 

第２２１２号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第５号の規

定に基づく設備設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

令和５年 

１月 18日 

萩原 正春 

一級建築士 

第４９１３４号 

設備設計一級建築士 

第２４０９号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第５号の規

定に基づく設備設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 



 

 

処分をした 

年月日 

処分を受けた建築士の氏名 

その者の一級建築士、 

構造設計一級建築士又は 

設備設計一級建築士の別及

びその者の登録番号 

処分の 

内容 
処分の原因となった事実 

令和５年 

１月 18日 

佐々木 研明 

一級建築士 

第１６４０１５号 

設備設計一級建築士 

第２５７０号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第５号の規

定に基づく設備設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

令和５年 

１月 18日 

小池 進 

一級建築士 

第８５３００号 

設備設計一級建築士 

第２８８９号 

戒告 

建築士法（昭和 25 年法律第

202号）第 22条の２第５号の規

定に基づく設備設計一級建築士

定期講習を受講しなかったこと

により、文書注意を受けたにも

かかわらず、なお特段の理由も

なく当該定期講習を受講しなか

った。 

 


